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原子力損害賠償に係る

巡回法律相談の御案内

福島県では、原子力損害賠償請求手続きが本格的に開始されたことに伴い、

福島県弁護士会と連携し、弁護士による巡回の法律相談を実施し、被害者の

皆様を支援しております。

当面の予定として、２４年３月の実施日程・場所をお知らせします。

相談料は無料ですので、請求手続きにおける不明な点などお気軽にご相談

ください。

相談時間３０分 相談料無料

○ 受付電話：原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口

０２４－５２３－１５０１
（受付時間 毎日８時３０分～２１時）

○ 相談時間：各会場とも１３時３０分～１５時５０分

○ 実施場所：県内７方部８市町で実施

（※ 詳細な日程・場所については裏面を参照願います。）

福 島 市 郡 山 市 白 河 市 会津若松市

只見町 南会津町 南相馬市 いわき市

面談事前予約制
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○ 巡回法律相談実施日程一覧

実施市町村 相 談 日 実 施 場 所

福 島 市 ３月 ７日（水） 福島県青少年会館「２階研修室」

１４日（水） 福島市黒岩字田部屋５３－５

２１日（水）

郡 山 市 ３月 １日（木） 郡山市労働福祉会館 「会議室」

７日（水） 郡山市虎丸町7－７

１５日（木）

２２日（木） ※3月１日、7日は「第４会議室」、15日、22日

は「第1会議室」

白 河 市 ３月 １日（木） 白河商工会議所 「会議室」

８日（木） 白河市道場小路96-5

１５日（木）

２２日（木）

会津若松市 ３月 １日（木） 県会津若松合同庁舎本館 「2階会議室」

８日（木） 会津若松市追手町7-5

１５日（木）

２３日（金）

只 見 町 ３月 ２日（金） 只見町役場新庁舎「３階会議室」
只見町大字只見字雨堤１０３９

５日（月） 只見町明和地区センター「２階会議室」

只見町大字小林字上照岡１３００

南 会 津 町 ３月１６日（金） 南会津町商工会田島本所会館 「会議室」
南会津町田島字行司１２

２３日（金） 南会津町商工会南郷支所会館「会議室」
南会津町山口字堀田７７０－１

南 相 馬 市 ３月 １日（木） サンライフ南相馬 「研修室」

８日（木） 南相馬市原町区小川町３２２－１

１５日（木）

２２日（木）

い わ き 市 ３月 ５日（月） いわき市中央台公民館 「大会議室」

１２日（月） いわき市中央台飯野四丁目５－１

１９日（月）

２６日（月）


